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北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。 

令和７年３月１２日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

北九州市規則第５号 

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の 

一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正 

する条例（令和６年北九州市条例第２９号）付則第２号に掲げる規定の施行期

日は、令和７年４月１日とする。 
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北九州市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則をここに公布する。 
 令和７年３月１２日 

                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市規則第６号 
   北九州市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

北九州市宅地造成等規制法施行細則（昭和４１年北九州市規則第１２号）の

全部を改正する。 
（趣旨） 

第１条 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号。以下「

法」という。）の施行については、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（

昭和３７年政令第１６号。以下「政令」という。）及び宅地造成及び特定盛

土等規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３号。以下「省令」という。）

に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 
（工事の安全性を確かめるための書類） 

第２条 省令第７条第１項第１２号若しくは第２項第１０号又は第６３条第１

項第２号若しくは第２項第２号の規則で定める書類は、次に掲げるものとす

る。 
（１） 工事主の資力及び信用に関する申告書 
（２） 工事施行者の施行能力に関する申告書 
（３） その他市長が必要と認める書類 

２ 省令第５８条第１項第２号又は第２項第２号の規則で定める書類は、前項

第３号に掲げるものとする。 
（不許可の通知） 

第３条 法第１４条第２項（法第１６条第３項において準用する場合を含む。

）又は第３３条第２項（法第３５条第３項において準用する場合を含む。）

の規定による不許可の処分の通知は、不許可通知書により行うものとする。 
（協議の申出等） 

第４条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１５条第１項又

は第３４条第１項の規定により国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が

市長と協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の

協議申出書に省令第７条第１項各号又は第６３条第１項各号に掲げる書類を

添えて市長に提出しなければならない。 
２ 土石の堆積に関する工事について、法第１５条第１項又は第３４条第１項

の規定により国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が市長と協議をしよ

うとするときは、土石の堆積に関する工事の協議申出書に省令第７条第２項
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各号又は第６３条第２項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 
３ 市長は、第１項又は前項の協議申出書の内容を調査し、適当と認めたとき

は協議成立通知書により通知するものとする。 
４ 市長は、第１項又は第２項の協議申出書の内容を調査し、不適当と認めた

ときは協議不成立通知書により通知するものとする。 
５ 第１項の協議について第３項の協議成立通知書を受けた者は、当該協議成

立通知書に係る工事に変更が生じたときは、宅地造成又は特定盛土等に関す

る工事の変更協議申出書に省令第７条第１項各号又は第６３条第１項各号に

掲げる書類のうち当該協議成立通知書に係る工事の計画の変更に伴いその内

容が変更されるものを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。 
６ 第２項の協議について第３項の協議成立通知書を受けた者は、当該協議成

立通知書に係る工事に変更が生じたときは、土石の堆積に関する工事の変更

協議申出書に省令第７条第２項各号又は第６３条第２項各号に掲げる書類の

うち当該協議成立通知書に係る工事の計画の変更に伴いその内容が変更され

るものを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。 
（工事着手の届出） 

第５条 法第１２条第１項若しくは第３０条第１項の許可を受けた工事主又は

法第２７条第１項の規定による届出をした工事主は、当該許可又は届出に係

る工事に着手したときは、次に掲げる書類を添えて、速やかに工事着手届出

書を市長に提出しなければならない。 
（１） 法第４９条の標識の設置状況を明らかにする写真 
（２） 工事の工程を示す書類 
（軽微な変更の届出） 

第６条 法第１６条第２項又は第３５条第２項の軽微な変更をした工事主は、

工事の変更届出書を市長に提出しなければならない。 
（届出工事の変更） 

第７条 法第２１条第１項又は第４０条第１項の規定による届出をした工事主

は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書

（区域指定時）を市長に提出しなければならない。 
２ 法第２１条第３項又は第４０条第３項の規定による届出をした工事主は、

当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書（擁

壁等の除却）を市長に提出しなければならない。 
 （中止等の届出） 
第８条 法第１２条第１項又は第３０条第１項の許可を受けた工事主は、工事
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を廃止し、又は一時中止しようとするときは、工事の一時中止・廃止届を市

長に提出しなければならない。 
（定期の報告） 

第９条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る法第１９条第１項又は第

３８条第１項の規定による報告は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の

定期報告書によるものとする。 
２ 土石の堆積に関する工事に係る法第１９条第１項又は第３８条第１項の規

定による報告は、土石の堆積に関する工事の定期報告書によるものとする。 
（宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事） 

第１０条 省令第８条第９号及び第１０号ロの規定により規則で定める値は、

５０センチメートルとする。 
（擁壁等の設置の代替措置） 

第１１条 市長は、盛土又は切土をした土地の部分に生ずる崖面について、災

害の防止上支障がないと認められるときは、政令第２０条の規定により、政

令第８条の規定による擁壁又は政令第１４条の規定による崖面崩壊防止施設

の設置に代えて、次の各号に掲げる工法のいずれかをもって措置させること

ができる。 
（１） 積石工 
（２） 編柵工又は積苗工 
（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認める工法 
（適合証明書の交付申請） 

第１２条 省令第８８条に規定する書面の交付の申請は、適合証明書交付申請

書に、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１条の３に規

定する建築確認申請書又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行

規則（令和３年農林水産省・国土交通省令第６号）第６４条第１項に規定す

る畜舎建築利用計画の認定申請書若しくは同令第７２条第１項に規定する畜

舎建築利用計画の変更認定申請書の正本並びにこれらに添付されている付近

見取図、配置図、平面図及び立面図並びに現況写真その他市長が必要と認め

る図書を添付して、市長に提出して行わなければならない。 
２ 前項の書面の交付は、適合証明書により行うものとする。 

（身分証明書の様式） 
第１３条 法第７条第１項（法第２４条第２項及び第４３条第２項において準

用する場合を含む。）及び第２項に規定する身分証明書は、別記様式による

ものとする。 
（帳票の様式） 
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第１４条 別表に掲げる帳票の様式は、都市戦略局長が別に定める。 
 （委任） 
第１５条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市戦略局長が定める。 

付 則 
（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）附則第

２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前

の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第８条第１項本文の許可

を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制については、

なお従前の例による。 
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別表（第１４条関係） 
  根拠規定                     帳票 

第２条第１項第１号 工事主の資力及び信用に関する申告書 

第２条第１項第２号 工事施行者の施行能力に関する申告書 

第３条 不許可通知書 

第４条第１項 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出

書 

第４条第２項 土石の堆積に関する工事の協議申出書 

第４条第３項 協議成立通知書 

第４条第４項 協議不成立通知書 

第４条第５項 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議

申出書 

第４条第６項 土石の堆積に関する工事の変更協議申出書 

第５条 工事着手届出書 

第６条 工事の変更届出書 

第７条第１項 届出工事の変更届出書（区域指定時） 

第７条第２項 届出工事の変更届出書（擁壁等の除却） 

第８条 工事の一時中止・廃止届 

第９条第１項 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告

書 

第９条第２項 土石の堆積に関する工事の定期報告書 

第１２条第１項 適合証明書交付申請書 

第１２条第２項 適合証明書 
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別記様式（第１３条関係） 

 （表面） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

( 縦５．５センチメートル、横９センチメートル )  

 （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 縦５．５センチメートル、横９センチメートル )  

 

第     号 

 

身 分 証 明 書 

 

職名               

氏名             

生年月日  年  月  日生   

有効期限  年  月  日まで  

 

 上記の者は、次の権限を有する者であることを証明する。 

 

(１) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和３６年法律第１９１号)第５条第１項の規定によ

り、他人の占有する土地に立ち入り、測量又は調査を行うこと。 

(２) 宅地造成及び特定盛土等規制法第６条第１項に規定する障害物の伐除等を行うこと。 

(３) 宅地造成及び特定盛土等規制法第２４条第１項及び第４３条第１項の規定により、立入

検査をすること。 

 

      年  月  日 

北九州市長          印 
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北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 
令和７年３月１２日 

                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市規則第７号 

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 
北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北

九州市規則第２７号）の一部を次のように改正する。 
別表第１の北九州市立介護実習・普及センターの項中「土曜日」を「月曜日

」に改める。 
付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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